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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 県税電算総合システムデータベース 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

総務部 税務課 

各行政県税事務所及び自動車税事務所 

個人情報ファイルの利用目的 県税の賦課徴収のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４個人番号 

５識別番号、６課税客体、７課税標準額、８税額、 

９納付状況、10口座情報 

記録範囲 県税の納税義務者 

記録情報の収集方法 

納税義務者（代理人を含む。）からの申告 

国税庁又は市町村からの通知 

情報提供ネットワークシステムからの取得 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

☐含む   含まない 

記録情報の経常的提供先 ☐有（               ） 無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）群馬県 生活こども部 

     県民活動支援・広聴課 情報公開係 

（所在地）〒371-8570  

群馬県前橋市大手町１－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☐有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考 ― 
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 自動車税帳票データベース 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

総務部税務課、各行政県税事務所及び自動車税事務所 

個人情報ファイルの利用目的 自動車税（種別割）の賦課徴収のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４個人番号 

５識別番号、６課税客体、７課税標準額、８税額、 

９納付状況、10口座情報 

記録範囲 県税の納税義務者 

記録情報の収集方法 
納税義務者（代理人を含む。）からの申告 

運輸支局からの自動車登録情報の通知 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

☐含む   含まない 

記録情報の経常的提供先 ☐有（               ） 無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）群馬県 生活こども部 

     県民活動支援・広聴課 情報公開係 

（所在地）〒371-8570  

群馬県前橋市大手町１－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☐有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考 ― 
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 自動車税減免データベース 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

総務部税務課、各行政県税事務所及び自動車税事務所 

個人情報ファイルの利用目的 

一定の要件を満たす身体障害者、知的障害者、精神障害

者及び戦傷病者（以下「障害者」という。）に係る自動

車税（環境性能割・種別割）の減免の為に利用 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、 

５障害者手帳の種別、６手帳番号、７障害内容、 

８障害等級、９交付年月日 

記録範囲 

１ 障害者 

２ 自動車税（環境性能割・種別割）の納税義務者 

３ 減免の対象となる自動車の運転者 

※２及び３については、障害者本人が納税義務者または

運転者でない場合に記録する（納税義務者または運転者

が障害者と生計を一にする場合もしくは運転者が障害者

を常時介護する場合に限る。） 

記録情報の収集方法 
納税義務者（代理人を含む。）からの申請 

 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む   ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 ☐有（               ） 無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）群馬県 生活こども部 

     県民活動支援・広聴課 情報公開係 

（所在地）〒371-8570  

群馬県前橋市大手町１－１－１ 
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訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☐有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 


